
　

令
和
６
年
度 
定
期
監
査
（
そ
の

４
）
を
実
施
し
た

結
果
（
一
部
抜
粋
）

を
次
の
と
お
り
公

表
し
ま
す
。

茂
原
市
監
査
委
員　

風
戸　

博
恭

茂
原
市
監
査
委
員　

細
谷
菜
穂
子

◆
監
査
の
対
象

【
都
市
建
設
部
】

　

土
木
建
設
課
・
土
木
管
理
課
・
都

市
計
画
課
・
建
築
課
・
都
市
整
備
課
・

下
水
道
課

◆
監
査
の
着
眼
点

　

各
所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務

の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の

管
理
並
び
に
そ
の
他
の
事
務
の
執

行
が
法
令
等
に
適
合
し
、
適
正
か
つ

正
確
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
最
少
の

経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
、
組
織

及
び
運
営
の
合
理
化
に
努
め
て
い

る
か
に
主
眼
を
置
き
監
査
を
実
施

し
た
。

◆
監
査
の
実
施
内
容

　

各
部
署
か
ら
提
出
さ
れ
た
定
期

監
査
資
料
に
つ
い
て
、
補
助
職
員
に

よ
る
予
備
監
査
を
実
施
し
、
監
査
当

日
は
、
監
査
対
象
部
署
の
長
等
か
ら

説
明
を
受
け
、
関
係
職
員
に
対
し
て

質
疑
を
行
う
こ
と
に
よ
り
実
施
し
た
。

◆
監
査
の
場
所

　

茂
原
市
役
所

　

二
級
河
川
赤
目
川
（
萱
場
等
）

　

二
級
河
川
一
宮
川
（
大
芝
）

◆
監
査
の
期
間

　

令
和
７
年
１
月
11
日
か
ら
３
月

14
日
ま
で

◆
監
査
の
結
果

　

監
査
の
結
果
、
法
令
等
に
適
合

し
、
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た

が
、
一
部
検
討
が
必
要
と
認
め
ら
れ

る
事
項
が
見
受
け
ら
れ
た
。

　

な
お
、
複
数
の
部
署
に
共
通
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
【
共
通
事
項
】
に

掲
げ
、
各
部
署
へ
の
個
別
事
項
に
つ

い
て
は
【
部
署
別
事
項
】
に
掲
げ
た
。

【
共
通
事
項
】

〇
全
課
共
通

・
新
市
長
就
任
に
伴
い
示
さ
れ
た

新
た
な
施
策
や
方
針
に
つ
い
て
は
、

実
現
性
等
に
つ
い
て
鋭
意
検
討
し
、

的
確
に
対
応
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
新

市
長
の
も
と
職
員
は
、「
行
政
の
継

続
性
」
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
常

に
市
民
目
線
に
立
ち
、
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
さ
ら
な
る
向
上
に
努
め
ら
れ

た
い
。

【
部
署
別
事
項
】

〈
都
市
建
設
部
〉

〇
土
木
建
設
課

・
内
水
に
よ
る
浸
水
被
害
の
軽
減

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
総
合

的
内
水
対
策
検
討
業
務
委
託
」
に
つ

い
て
は
、
早
期
に
内
水
浸
水
対
策
を

実
現
さ
せ
る
た
め
、
速
や
か
に
分
析

結
果
を
得
ら
れ
る
よ
う
委
託
先
と

の
調
整
に
努
め
ら
れ
た
い
。
ま
た
、

平
時
よ
り
県
の
河
川
整
備
状
況
等

を
注
視
す
る
と
と
も
に
、
特
に
浸
水

被
害
の
リ
ス
ク
が
高
い
地
域
に
つ

い
て
は
、
災
害
発
生
時
に
お
け
る
具

体
的
な
初
動
を
想
定
し
て
お
く
こ

と
で
被
害
の
拡
大
防
止
に
努
め
ら

れ
た
い
。

・
準
用
河
川
乗
川
の
河
川
改
修
事

業
に
つ
い
て
は
、
二
級
河
川
赤
目
川

の
改
修
事
業
が
遅
延
し
て
い
る
こ

と
に
よ
り
抜
本
的
な
改
善
に
向
け

た
改
修
工
事
に
着
手
で
き
な
い
状

況
が
続
い
て
い
る
が
、
乗
川
の
河
道

拡
幅
に
必
要
な
用
地
の
取
得
に
あ

た
っ
て
は
、
赤
目
川
の
改
修
事
業
の

進
捗
状
況
を
見
定
め
な
が
ら
、
計
画

的
な
取
得
に
努
め
ら
れ
た
い
。

〇
土
木
管
理
課

・
通
学
路
を
含
む
道
路
の
維
持
補

修
に
あ
た
っ
て
は
、
市
民
の
安
全
・

安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
常
に
状
況

把
握
に
努
め
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
予

算
の
中
で
最
大
限
の
効
果
が
発
揮

で
き
る
よ
う
事
業
実
施
に
努
め
ら

れ
た
い
。
ま
た
、
市
民
要
望
の
う
ち

未
実
施
の
補
修
箇
所
に
つ
い
て
は
、

緊
急
性
や
重
要
性
を
勘
案
し
、
計
画

的
な
対
応
に
努
め
ら
れ
た
い
。

・
地
籍
調
査
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い

財
政
状
況
の
中
、
進
捗
が
見
込
め
な

い
状
況
で
あ
る
が
、
実
施
に
よ
り
大

規
模
災
害
発
生
後
の
早
期
復
旧
や

公
共
事
業
の
効
率
化
、
土
地
取
引
の

円
滑
化
な
ど
に
繋
が
る
有
用
な
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
実
施

に
向
け
、
引
き
続
き
調
査
研
究
に
努

め
ら
れ
た
い
。

・
市
道
の
草
刈
や
側
溝
清
掃
に
つ

い
て
は
、
自
治
会
等
の
会
員
減
少
や

高
齢
化
等
に
よ
り
協
力
を
得
る
こ

と
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ

と
か
ら
、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募

集
等
新
た
な
手
法
に
つ
い
て
検
討

さ
れ
た
い
。

〇
都
市
計
画
課

・
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に

基
づ
く
圏
央
道
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
及
び
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
周
辺
の
土
地
活
用
に
つ
い
て

は
、
全
庁
的
な
取
り
組
み
の
主
体
と

な
る
企
画
政
策
課
と
連
携
し
、
関
係

部
署
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
進
捗
状

況
等
情
報
共
有
を
密
に
図
り
な
が

ら
、
有
効
な
方
策
を
検
討
さ
れ
た
い
。

・
茂
原
駅
及
び
新
茂
原
駅
周
辺
に

設
置
さ
れ
て
い
る
自
転
車
駐
車
場

に
つ
い
て
は
、
赤
字
運
営
の
脱
却
に

向
け
、
利
用
率
の
低
い
自
転
車
駐
車

場
の
閉
鎖
な
ど
様
々
な
方
策
に
よ

る
経
費
削
減
に
努
め
る
と
と
も
に
、

受
益
者
負
担
の
原
則
の
も
と
使
用

料
改
定
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
効
率

的
で
効
果
的
な
運
営
に
努
め
ら
れ

た
い
。

・
利
用
者
の
予
約
に
応
じ
た
時
間

や
経
路
で
運
行
す
る
デ
マ
ン
ド
交

通
「
ふ
れ
あ
い
」
に
つ
い
て
は
、
市

民
の
需
要
を
見
極
め
運
行
エ
リ
ア

の
拡
大
を
検
討
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

市
民
バ
ス
「
モ
バ
ス
」
に
つ
い
て
は
、

運
行
ル
ー
ト
の
見
直
し
や
運
行
時

間
の
拡
充
な
ど
利
便
性
向
上
に
向

け
た
効
率
的
で
効
果
的
な
対
応
を

検
討
さ
れ
た
い
。

〇
建
築
課

・
令
和
６
年
度
に
作
成
し
た
「
空
き

家
対
策
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
に
つ
い
て

は
、
空
き
家
問
題
に
直
面
し
て
い
る

人
や
将
来
的
に
そ
の
可
能
性
が
あ

る
人
に
と
っ
て
、
有
用
な
手
引
き
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
人
へ
届
け

る
た
め
の
方
策
や
市
民
の
目
に
つ

き
や
す
い
場
所
へ
の
配
架
依
頼
を

検
討
す
る
な
ど
効
果
的
な
周
知
方

法
を
図
り
、
更
な
る
有
効
活
用
に
努

め
ら
れ
た
い
。

監
査
結
果
の
公
表

（
そ
の
４
）▲全文はこちら
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